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Ⅰ．輸出するときの手続きの流れ 
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輸出者 輸入者、処分者 台湾環境保護総署 台湾日本関係協会 

公益財団法人 

日本台湾交流協会 
環 境 省 経済産業省 

輸出者 

契約 

 

税 関 

輸出者 

運搬者 

処分者 

経済産業省 

【輸出手続きの流れ】 

① 外為法に基づく輸出承認申請 

② 申請書類写し送付 

③ 通告に必要な書類の送付 

④ 通告 

⑤ 回答 

⑥ ⑥’回答の送付 

⑦ 外為法に基づく輸出承認 

⑧ 輸出移動書類の写しの送付 

⑨ 関税法に基づく輸出申告 

⑩ 関税法に基づく輸出許可 

⑪ 引渡し及び移動書類携帯の義務 

⑫ 処理が終了した旨の報告 

⑬ 処理が終了した旨の報告の写しの

提出 

環境省 

  

        

   

 

 

 

①  
④ ⑤ 

⑨ 

③ 

⑥ 
⑥’ 

⑦ 

⑩ 

⑪ 

⑪ 

⑪ 

企業間のやり取り 

        

 

 

 

企業と政府とのやり取り 
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Ⅱ．輸出承認の申請手続き 

 

特定有害廃棄物等を台湾へ輸出しようとする者は、外国為替及び外国貿易法（外為法）第４８

条第３項の規定に基づき経済産業大臣の承認を受けなければなりません。手続きについては以下

のとおりです。 

 

１．輸出承認の申請 

 

 輸出承認申請の際には（１）の各書類を提出してください。また、輸出承認を受けた後、貨物

を通関する際は、各通関前に（２）の各書類を提出してください。 

 

（１） 輸出承認申請の際に提出が必要な書類 

① 輸出承認申請書（輸出貿易管理規則別表一の二） ２通 （両面印刷のこと） 

② 申請者に関する次の書類 １通 

イ 登記簿の謄本(申請者が法人である場合に限る。) 

ロ 住民票の写し(申請者が個人である場合に限る。) 

（注）上記の書類は、輸出承認の申請実績が無い場合又は前回申請時までに提出した当該書

類に記載された事項に変更が生じた場合に限る。 

③ 申請の理由に関する次の書類 各１通 

イ 輸出承認申請理由書（申請理由書様式によるもの） 

ロ 輸出される特定有害廃棄物等を環境上適正かつ効率的な方法で処分するための技術上の

能力及び必要な施設、処分能力又は適当な処分場所を我が国が有しないとの理由で申請を

行う場合には、申請者がそのように判断した根拠を示した書類 

ハ 輸出される特定有害廃棄物等が台湾において再生利用産業又は回収産業のための原材料

として必要とされている場合には、処分者が台湾において当該特定有害廃棄物等を再生利

用産業又は回収産業のための原材料として必要としている旨の宣言書 

④ 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し １通 

⑤ 申請者が輸出しようとする特定有害廃棄物等の再輸入その他これに準ずる措置を確実に

実施する経理的基礎を有することを証する次の書類 （注１）（注２） 各１通 

イ 資金調達方法示す書類、貸借対照表、損益計算書（前年度のもの） 

ロ 次の計算式で算出される費用に関する見積り等を示す書類及び当該費用を支払うこ

とができる能力を有することを証する銀行保証、保険又はその他の書類 

＜計算式＞ 

ＦＧ＝（ＣＴ＋ＣＲＤ＋ＣＳ）×Ｑ×Ｆ 

ＦＧ ：資力保証の金額 

ＣＴ ：運搬単価（輸出先国から我が国への１トン当たりの運搬費用） 

ＣＲＤ ：処分単価（我が国処分施設での１トン当たりの処分費用）（※） 

ＣＳ ：保管単価（輸出先港又は輸出先処分施設での１トン当たりの９０日分保管費
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用） 

Ｑ ：輸出特定有害廃棄物等の量（トン） 

Ｆ ：安全係数（１．２） 

（※）処分単価がマイナス（有価物）の場合は、０として計算する。 

 ⑥ 申請者、輸入者、運搬者及び処分者の間の、環境の保全上適正な運搬及び処分が行われるこ

とを明記した契約書又はその契約を証するに足る書類の写し １通 

⑦ 環境の保全の観点から確認を必要とする次の書類（注３）（注４） １通 

ａ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が台湾において禁錮以上の刑に

処せられ、又は環境関連法令の規定により罰金の刑に処せられたことがある場合にあっ

ては、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過し

ていることを誓約する書面 

ｂ）台湾における環境関連法令に関する違反又は他の法令の重大な違反がないことを誓約

する書面 

ｃ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が法人である場合には、直前３

年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書 

ｄ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が個人である場合には、資産に

関する調書 

ｅ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の処分能力及び直前３年間の

処分実績並びに当該特定有害廃棄物等の処分計画に関する書類 

ｆ）輸出に係る特定有害廃棄物等の性状を明らかにする書類 

ｇ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の概要に関する書類 

ｈ）輸出に係る特定有害廃棄物等を生じた施設の排出工程図 

ｉ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の構造を明らかにする平面図、

立面図、構造図、処分工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図 

ｊ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの処分を行お

うとする全ての施設に関する施設の処分能力及び施設の処分方式に関する書類 

ｋ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さに含まれる有

害物質の濃度を記載した書類 

ｌ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が台湾において必要な許可等を

受けていることを証する書類 

ｍ）特定有害廃棄物等の処分に関して遵守すべき台湾の法令を記載した書面 

ｎ）その他条約の的確かつ円滑な実施及び台湾における人の健康の保護及び生活環境の保

全上の観点から必要な措置が講じられていることを示す書類 

ｏ）その他必要と認められる書類 

⑧ 適用品目についての輸出承認の申請をしようとする者の署名のある次の書類各１通 

イ 有害物質の含有の程度及び有害特性の内容を示す書類 

ロ 条約附属書Ⅰ及びⅡの該当するＹ番号、条約附属書Ⅲの該当するＨ番号、告示における該

当箇所及び国際連合分類区分 

⑨ 廃掃法第２条第１項に規定する廃棄物に該当する場合は同法第１０条第１項(同法第１５条



 

   89 

 

の４の７第１項において準用する場合を含む。)の規定に基づく環境大臣の輸出の確認書(同

法第１０条第２項(同法第１５条の４の７第１項において準用する場合を含む。)に規定する

者が輸出しようとする場合を除く。)の写し １通 

⑩ 別紙１に示す書類 １通 

⑪ その他必要と認められる書類 各１通 

例えば、以下の書類が必要となる場合があります（これ以外の書類が必要になることもあ

りますのでご協力ください。）。 

イ 特別有効期間設定依頼書（承認の有効期間が６か月以上の場合又は６か月未満の場合） 

ロ 貨物に係る情報（概要、カラー写真、成分分析表 等） 

※原則として、構成成分（有用物及び有害物）の含有量等が分かるものをお願いします。 

ハ 申請者、輸入者、運搬者及び処分者の氏名又は名称、住所又は所在地、連絡責任者氏名、

電話、ＦＡＸ番号、E-mailアドレスが確認できる名刺等の写し 

（注１）分析試験（経済開発協力機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制

に関する理事会決定第Ⅱ章Ｄ（１）（ｃ）に基づく分析試験をいう。以下同じ。）を行う

ためのものの場合は、上記⑤の書類の提出を要しない。 

（注２）台湾が特定有害廃棄物等の輸入、運搬又は処分について保険、供託金その他の金銭的

保証を講じることを義務付けている場合には、上記⑤の書類に代えて、当該措置を講じた

ことを証明する書類の写し（３通）を提出することができる。 

（注３）廃掃法第１０条（同法第１５条の４の７第１項において読み替えて準用する場合を含

む。）の環境大臣の確認を受けた者による当該確認に係る特定有害廃棄物等の輸出の場合

は、上記⑦の書類の提出を要しない。 

（注４）分析試験を行うためのものの場合は、上記⑦の書類に代えて、以下の書類を提出する

こととする。 

イ 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が台湾において禁錮以上の刑

に処せられ、又は環境関連法令の規定により罰金の刑に処せられたことがある場合に

あっては、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経

過していることを誓約する書面 

ロ 台湾における環境関連法令に関する違反又は他の法令の重大な違反がないことを誓

約する書面 

ハ 輸出に係る特定有害廃棄物等の分析試験の目的、方法、工程図及び期間を記載した書

類 

ニ 輸出に係る特定有害廃棄物等の量が分析試験に必要な最小限度のものであることを

証する書類 

ホ 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる残さの処分方法を記載した書類 

ヘ その他条約の的確かつ円滑な実施及び台湾における人の健康の保護及び生活環境の

保全上の観点から必要な措置が講じられていることを示す書類 

ト その他必要と認められる書類 

（注５）１．（１）提出書類のうち、契約書等が英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳

したもの（任意様式）を添付のこと。 
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（２）各通関毎に提出が必要な書類 

⑫ 台湾との輸出に係る移動書類（写）届出書（別紙２） 

⑬ 移動書類の写し（平成１７年１２月２６日付け経済産業省・環境省告示第１２号の２（５）

に基づくもの。）（別紙３） 

⑭ 輸出承認証（裏面を含む）の写し １通 

 

 

（３）提出先 

経済産業省 貿易経済協力局 貿易審査課 有害廃棄物貿易審査担当 

   住 所：〒100-8901 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

   電 話：０３－３５０１－１６５９（直通） 

 

 

２．輸出承認の基準 

 

 輸出承認は、当該申請が上記１に従って行われたものであることを確認し、次の①から⑧まで

に該当する場合に限り、行うものとする。 

また、適用品目のうち廃掃法第２条第１項に規定する廃棄物であって、環境大臣による輸出の

確認を受ける必要のあるもの（上記（１）の⑨)に該当するもの)については同法に基づく環境大

臣による輸出の確認を受けていることを併せて確認するものとする。 

①  次のいずれかに該当していること。 

イ 輸出される特定有害廃棄物等を環境の保全上適正かつ効率的な方法により処分するため

の技術上の能力及び必要な施設、処分能力又は適当な処分場所を我が国が有しないこと。 

ロ 輸出される特定有害廃棄物等が台湾において再生利用産業又は回収産業のための原材料

として必要とされていること。 

② 台湾以外への輸出でないこと。 

③ 台湾が輸入を禁止している特定有害廃棄物等の輸出でないこと。 

④ 輸出について台湾から書面による同意を得ていること。 

⑤ 輸出される特定有害廃棄物等について環境保全上適正な運搬及び処分が行われることを明

記した輸出者と処分者との間の契約の存在につき我が国が台湾から確認を得ていること。 

⑥ 次のいずれかに該当すること（分析試験を行うための輸出を除く。）。 

イ 台湾において特定有害廃棄物等の輸入、運搬又は処分について保険、供託金その他の

保証が義務付けられている場合には必要な措置が講じられていること。 

ロ 輸出者が、輸出しようとする特定有害廃棄物等の再輸入その他これに準ずる措置を確実

に実施するに足る経理的基礎を有すること。 

⑦ 環境大臣から環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられていることを確認した旨

の通知を受けていること。 

⑧ その他有害廃棄物の移動及びその処分の規制に関する財団法人交流協会と亜東関係協会と
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の取決め（2005年12月1日付け）の的確かつ円滑な実施のために必要な事項を満足しているこ

と。 

 

 

３．輸出承認の条件 

 

輸出承認を行う場合は、次の条件を付します。 

１ 通関前に台湾との輸出に係る移動書類（写）届出書及び移動書類の写しを経済産業大臣に提

出すること。移動が複数回にわたる場合は、台湾との輸出に係る移動書類（写）届出書に記

載された移動累計数量が本輸出承認証の数量の範囲内であること。 

２ 本輸出承認証により輸出される貨物を運搬する者は、上記１の移動書類の原本を携帯し、か

つ同書類に記載された内容に従って運搬するよう措置すること。 

３ 本輸出承認証により輸出する貨物が環境上適正な処理がなされないおそれがあると 

して経済産業大臣から求めがあった場合には、速やかに経済産業大臣に報告し、その 

指示に従うこと。 

４ 経済産業大臣が求める場合であって、本輸出承認証により輸出された貨物の処理が終了した

場合には、それを証する書類を添付して、経済産業大臣に報告すること。 

５ 本輸出承認証に係る貨物の輸出に関し、変更の必要が生じた場合は、経済産業大臣に届け出

てその指示に従うこと。 

 

 

４．事前相談 

 

 輸出を検討されている段階で、輸出承認審査に必要となる書類等について必ず事前に環境省へ

相談してください。 

【連絡先】 

 環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課 

  住所：〒１００－８９７５ 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

  電話：０３－５５０１－３１５７（直通） 
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Ⅲ．経済産業省ホームページ 

 

 

上記Ⅰ及びⅡにつきましては、当省ホームページにおきまして、以下のＵＲＬにて、ご案内し

ています。また、申請様式等につきましてもダウンロードしていただけるようになっています。 

 

＜台湾へのバーゼル貨物の輸出申請手続き＞ 

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/01_basel/basel_ex

port1_taiwan_2.html 

 

 

 

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/01_basel/basel_export1_taiwan_2.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/01_basel/basel_export1_taiwan_2.html
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年  月  日  

 

経済産業大臣 殿 

 

申請者（氏名又は名称）      印 

（住    所）        

担当者（所属部署名）         

（電話番号）          

 

輸出承認申請理由書 

 

 当該貨物は、下記のとおり輸出貿易管理令別表第２の３５の２の項に掲げる貨物に

該当するので申請します。 

 

記 

 

１．仕向地 

 

２．買主名及びその住所 

 

 

３．最終需要者名及びその住所 

 

 

４．輸出貨物の概要 

 (1) 貨物名（商品名、型及び等級） 

  

 (2) 数量及び価格 

 

 

５．最終需要者の用途 

 

 

６．輸出の理由及び経緯 

 

 

（注）用紙の大きさは、Ａ列４番とします。 
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別紙１ 

 

１． Reason for waste export（特定有害廃棄物等の輸出の理由） 

 □ Japan does not have the technical capacity and the necessary facilities, 

     capacity or suitable disposal sites in order to dispose of the wastes in 

     question in an environmentally sound and efficient manner.（輸出される特定有害廃棄

物等を環境の保全上適正かつ効率的な方法で処分するための技術上の能力及び施設、処分

能力又は適当な処分場所を日本が有しないため。） 

 

 □ The wastes in question are required as a raw material for recycling or 

     recovery industries in Taiwan.（輸出される特定有害廃棄物等が台湾において 

     再生利用産業又は回収産業のための原材料として必要とされているため。） 

２． Exporter/Notifier（輸出者/申請者） 

   Name（氏名又は名称）： 

   Address（住所又は所在地）： 

    

   Contact person（連絡責任者）： 

Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 

 

３． Notification（事前通告） 

 

 □ Single movement 

    （一回の移動） 

 □ Multiple movement          Total intended number of movement： 

  （複数回の移動）         （予定される総移動回数） 

     

 □ Disposal (no recovery) operation   □ Recovery operation ＊ 

    （処分（非回収）作業）        （回収作業） 

                                        ＊Pre-authorized recovery facility 

                                         (事前認定を受けた回収施設への運搬か)                          

                                         □ yes（はい）  □ no（いいえ） 

 

４． Importer/Consignee（輸入者/処分者） 

   Name（氏名又は名称）： 

    Address（住所又は所在地）： 

 

Contact person（連絡責任者）： 

   Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 
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５．Waste generator（特定有害廃棄物等の排出者） 

   Name（氏名又は名称）： 

   Address（住所又は所在地）： 

 

   Contact person（連絡責任者）： 

Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 

    

   Process and place of generation（排出過程及び排出場所）：  

 

６．Intended carrier（予定される運搬者） 

   Name（氏名又は名称）： 

   Address（住所又は所在地）： 

 

    Contact person（連絡責任者）： 

Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 

     

 

７． Disposal/recovery facility（処分施設） 

   Name（氏名又は名称）： 

   Address（住所又は所在地）： 

 

   Contact person（連絡責任者）： 

Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 

     Registration No. and limit of validity of pre-authorized recovery 

  （事前認定を受けた回収施設の登録番号及び有効期限） 

８． Code No. of disposal/recovery operation（処分作業のコード番号）： 

   Technology employed（適用される技術）： 

９．Contractual agreement between 

  exporter and importer dated＊： 

  （輸出者と輸入者との契約合意の日付） 

      /            / 

 ＊See the copy of agreement attached. 

  （契約書の写しを添付すること。） 

10．Number of annexes attached： 

（別添資料の数） 



 

   98 

 

11．Provision for insurance or financial guarantee： □yes＊（有） □no（無）  

   （保険又は金銭的保証の条項の有無） 

  Period of validity（有効期間）： 

  ＊See details attached .（詳細については、資料を添付すること。） 

12．Packaging type（こん包の形態）： 

 

13．Number of packages（こん包の数）： 

  

14．Means of transport（運搬の手段）： 

 

15．Name, physical characteristics and chemical composition of waste＊： 

  （特定有害廃棄物等の名称、物理的特性、化学的組成） 

 

 

 

  Physical state at 20℃ （20℃における物理的状態） 

□Powder（粉末状） □Solid（固体状）□Paste/Viscous（糊状） □Sludge（泥状）  

□Liquid（液状）   □Gaseous（気体状） □Others（その他）： 

   ＊See details attached.（詳細については、資料を添付すること。） 

 

16．Waste identification code（廃棄物同定コード） 

 □ Basel Annex Ⅷ： 

（バーゼル条約附属書Ⅷ） 

 □ Other（その他） 

 

 

17．Special handling instructions（特別な取扱の指示）：□yes ＊（有） □no （無） 

    ＊See details attached.（詳細については、資料を添付すること。） 

 

18．Y  number（Y 番号）： 

 

19．H  number（H 番号）： 

 

20．UN class（国際連合分類区分）： 

 

21．UN number（国際連合番号）： 

22．Quantity in weight and volume（重量及び体積）： 

 

23．Intended date of movement（移動が予定されている日付）： 

                 /          / 

 

 



 

   99 

 

24．Point of entry and exit（輸出入地点） 

Japan（日本） Taiwan（台湾） 

25．Competent authority of Taiwan（台湾の権限ある当局） 

   Name （名称）： 

   Address（所在地）： 

 

   Contact person(連絡責任者)： 

Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｯｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 

   

26．Information transmitted(including technical description of the plant) to the 

    exporter or generator from the disposer of the waste upon which the latter has 

    based his assessment that there was no reason the believe that the wastes will 

    not be managed in an environmentally sound manner in accordance with the laws and 

regulations of Taiwan.（廃棄物の処分者から輸出者又は排出者に送付された情報（施設に

関する技術的な記述を含む。）であって、当該廃棄物が台湾の法令に従って環境上適正な方

法で処理されないと信ずるに足りる理由がないとの処分の評価の根拠となったもの）  

 

 □ Contractual agreement between exporter and importer（輸出者と輸入者との間の契約） 

□ Authorization by the competent authority of Taiwan on the disposal of waste  

to be exported.（輸出される特定有害廃棄物等の処分に関する台湾国の権限ある当局の承

認）           

 □ Record of performance of the disposal of wastes to be exported.（輸出される 

   特定有害廃棄物等の処分の実績） 

 □ Others ＊ （その他） 

  ＊See details attached.(詳細については、資料を添付すること。) 

 

27．SUCCESIVE INTENDED CARRIER OR NEW CARRIER IN THE CASE OF 

  FORCE MAJEURE（予定される運搬者又は不可抗力の際の新たな運搬者） 

The box underneath must contain the name, the address, telephone number, fax 

number and email address and the same of the contact person（以下の記入欄には、運搬

者の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号、ファクシミリの番号及び電子メールのア

ドレス及び連絡責任者の同様の情報が記載されていなければならない。） 
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 Name（氏名又は名称）： 

 Address（住所又は所在地）： 

 

 Contact person（連絡責任者）： 

Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 

    

 Name（氏名又は名称）： 

 Address（住所又は所在地）： 

 

 Contact person（連絡責任者）： 

Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 

    

 Name（氏名又は名称）： 

 Address（住所又は所在地）： 

 

 Contact person（連絡責任者）： 

Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 

 

 

28．Exporter’s/Notifier’s declaration（輸出者の申告） 

  On behalf of generators and myself, I certify that the above information is 

   complete and correct to the best of my knowledge.（私は、特定有害廃棄物等の排出者及

び私自身を代表して、私の知る限りにおいて、上記の情報が完全かつ正確であることを証

明します。） 

 

  Name（氏名又は名称）： 

 

                  Signature（署名）： 

 

    Date（日付）：    /            / 

 

（注）１．※印の欄は記入しないで下さい。 

２．用紙の大きさは、日本工業規格 A４とする。 

   ３．本様式は英文のタイプ印書で記入すること。 
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別紙１の記入上の注意事項 

 

＜一般的注意事項＞ 

１．書類の記入方法について 

  本様式は、英文のタイプ印書で記入すること。記入内容を消したり、修正液等を上に塗ったり、訂正

してはならないこと。また、署名は、如何なる方法にても複製はしないこと。 

  日付はすべて以下のとおり６桁の形式で示すこと。 

 （例）「２０１８年１０月１日」は「 １／１０／１８」と記入する。 

２．書類の箇所別の記入責任者について 

  輸出しようとする者が必要な事項を記入すること。 

 

＜各欄への記入上の具体的注意事項＞ 

（第１欄） 

 特定有害廃棄物等の輸出の理由について、該当する欄に「×」印を記入すること。 

（第２、４欄） 

 輸出者／申請者及び輸入者／処分者については、以下の事項を記入すること。 

・氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名 

・住所又は所在地 

・緊急の場合の連絡責任者の氏名、住所及び電話番号、ファクシミリの番号、電子メールのアドレス 

（第３欄） 

 ・一回の移動、複数回の移動のいずれに係る特定有害廃棄物等に関するものか（複数回の移動の場合は、

予定される総移動回数を記入すること。）、 

・処分作業の種類は、処分（非回収）作業、回収作業のいずれに該当するか、 

・特定有害廃棄物等は、事前認定を受けた回収施設への運搬か、 

 について該当欄に「×」印を記入すること。 

（第５欄） 

 特定有害廃棄物等の排出者に関する必要な情報を提供すること。 

 輸出者が排出者である場合は、「SAME AS BLOCK ２」（第２欄に同じ）と記入すること。 

また、特定有害廃棄物等の排出者が複数の場合には、「SEE ATTACHED LIST」（別添資料参照）と記

入し、各排出者について必要な情報を記入した資料を添付すること。 

（第６欄） 

 特定有害廃棄物等を複数の運搬者が運搬する場合又は複数の運搬者から選択する余地がある場合には、

「SEE ATTACHED LIST」（別添資料参照）と記入して、各運搬者について必要な情報を記入した資料を

添付すること。 

（第７欄） 

 処分施設に関する必要な情報を記入すること。 

 処分施設が処分者である場合には、「SAME AS BLOCK ４」（第４欄に同じ）と記入すること。 

（第８欄） 

 「輸出移動書類（別紙様式３）で用いるコード表」に従って、該当するコードを記入すること。 

また、特定有害廃棄物等の処分作業に用いられる技術（工程、方法）を記入すること。 

（第９欄） 

 通告を行う前に必要とされる、輸出者と輸入者との間の契約合意の日付を記入すること。 

（第１０欄） 

 書類に添付される資料の数を記入すること。 

 別添資料には添付が予定されている資料のほか、書類本体に記載できない補足的な情報を記入した資料

を含む。 
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 別添資料を添付するときは、当該記入欄に「SEE ATTACHED LIST」（別添資料参照）と記入すること。 

（第１１欄） 

 輸出者と輸入者との間の契約合意における、保険又は金銭的保証の条項の有無について、該当する欄に

「×」印を記入すること。「yes」（有）の場合には、当該条項の有効期限を記入し、移動を予定どおりに

行うことができない場合の第三者への損害に対する保険や代替処分を可能とする金銭的保証などの重要事

項について資料を添付すること。 

（第１２欄） 

 「輸出移動書類（別紙様式３）で用いるコード表」に従って、該当するこん包の形態のコード番号を記

入すること。 

（第１３欄） 

 特定有害廃棄物等のこん包の数を記入すること。 

（第１４欄） 

「輸出移動書類（別紙様式３）で用いるコード表」に従って、該当する運搬手段の形態のコード番号を

記入すること。 

（第１５欄） 

 特定有害廃棄物等の名称並びに有害な特性を示す最も重要な含有成分について、その性質及び濃度を記

入すること。 

 「２０℃における物理的状態」については、該当する欄に「×」印を記入すること。「Other」（その他）

の場合には、その物理的状態を具体的に記入すること。 

（第１６欄） 

 バーゼル条約附属書Ⅷに基づいたコード記入すること。 

また、廃棄物に関するその他の分類システムに基づいたコードを可能な限り記入すること。 

（第１７欄） 

 事故の場合の緊急の措置を含む特別な取扱いの必要性の有無について、該当欄に「×」印を記入するこ

と。「yes」（有）場合には、その具体的内容（例：こん包の方法、他の物質と併せて積載しないこと）につ

いて資料を添付すること。 

（第１８欄） 

 バーゼル条約に基づき規制される特定有害廃棄物等について、バーゼル条約附属書Ⅰ及びⅢの規定に基

づき規制される有害な廃棄物について、附属書Ⅰに掲げるＹ番号のうち該当するものを記入すること。 

なお、該当するＹ番号がわからない場合は、経済産業省、環境省の事前相談で確認すること。 

（第１９欄） 

バーゼル条約に基づき規制される特定有害廃棄物等について、バーゼル条約附属書Ⅰ及びⅢの規定に基

づき規制される有害な廃棄物について、附属書Ⅲに掲げる有害な特性のうち該当するものに対応するＨ番

号を記入すること。 

なお、該当するＨ番号がわからない場合は、経済産業省、環境省の事前相談で確認すること 

（第２０欄） 

 バーゼル条約に基づき規制される特定有害廃棄物等について、バーセル条約附属書Ⅰ及びⅢの規定に基

づき規制される有害な廃棄物について、附属書Ⅲに掲げる有害な特性のうち該当するものに対応する国際

連合分類区分を記入すること。 

なお、該当する国際連合分類区分が分からない場合は、経済産業省、環境省の事前相談で確認すること。 

（第２１欄） 

 国際連合の「危険物質の輸送に関する勧告」（Recommendations on the Transport of Dangerous Goods）

に記載されている国連番号を可能な限り記入すること。 

（第２２、２３欄） 

 第２２欄には、特定有害廃棄物等の重量及び体積を、第２３欄には、移動が予定されている日付を記入

すること。 
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（第２４欄） 

 日本及び台湾の権限のある当局の名称及び指定されている場合には輸出及び輸入の地点を記入すること。 

（第２５欄） 

 台湾の権限ある当局を記入すること。 

（第２６欄） 

 該当する箇所に「×」印を記入すること。また、詳細については、資料を添付すること。 

（第２７欄） 

予定される運搬者又は不可抗力の際の新たな運搬者を記入すること。 

（第２８欄） 

必要事項を記入すること。 
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別紙２ 

台湾との輸出に係る移動書類（写）届出書 

 

経済産業大臣 殿 

年月日 

 

下記特定有害廃棄物等の貨物の台湾への輸出に関して、平成１７年１２月２６日付け経済産業省・

環境省告示第１２号（有害廃棄物の移動及びその処分の規制に関する財団法人交流協会と亜東関係協

会との間の取決め（２００５年１２月１日）の的確かつ円滑な実施を図るために必要な事項）の２（５）

の規定により、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類の写しを提出いたします。 

なお、当該移動書類の内容は、当該特定有害廃棄物等の輸出承認を受けた内容と相違ありません。 

 

申請者名 

記名押印又は署名 

住所 

電話番号（担当） 

 

記 

１．輸出者／申請者 

   氏名又は名称： 

   住所： 

２．輸入者／処分者 

   氏名又は名称： 

   住所： 

３．処分施設 

   氏名又は名称： 

住所： 

４．特定有害廃棄物等の名称： 

５．輸出承認証 

   承認番号： 

   承認日： 

   数量： 

６．移動の状況  

移動回数 移動累計数量／移動数量 通関数量 

   

   

   

（注）これまで移動の届出のあった累計数量及び今回までの移動の数量をそれぞれ記入してください。 

（注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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輸出移動書類（別紙３）の記入上の注意事項  

 

＜記入上の注意点＞   

記入は、英語で、ブロック体の大文字を用いて記入すること。代表者氏名には大文字の

署名を添えること。原本を２部提出すること。   

日付は６桁の表記を用いること。例えば、2018 年 10 月 1 日は 01.10.18（日、月、年）

と表すこと。   

附属書類を添付して追加的な情報を提供する必要がある場合は、該当する欄に添付資料

の参照番号を記入すること（例えば、「SEE ATTACHED SHEET No.1」。添付書類は通し

番号（No.）を付すこと。また、該当する欄番号を引用すること（例えば、添付書類に「BLOCK 

1」と記入）。   

第１欄～第 16 欄は、輸出者が記入すること。ただし、第８欄 (a)から(c)の運搬手段、移

動日及び署名については、申請時ではなく、運搬を開始した後に実際の運搬人（又は当該

運搬人と同一法人に属する代理の者）が記入する。   

欄中の脚注番号(1)～(5)については、欄外の脚注を参照すること。   

 

＜各欄の記入要領＞   

第１欄：通告番号は、輸出承認時に経済産業省から告知される番号を記入すること。   

第２欄：複数回の移動に関する包括的通告の場合は、移動番号（何回目の移動であるか）

と通告書の第４欄に表示した予定総移動回数を記入する（例えば、11 回の包括的通告の

場合の４回目の移動であれば、「４ / 11」と記入）。移動が１回のみの通告の場合は、１ /

１と記入する。   

第３欄及び第４欄：輸出者及び輸入者について、通告書の第１欄及び第２欄に記載された

ものと同じ情報を記入すること。   

第５欄：運搬する実際の特定有害廃棄物等の重量をトン（１メガグラム（Mg）又は 1,000kg）

で、あるいは体積を立方メートル（1,000 リットル）で表記すること。キログラムやリッ

トルのような他のメートル法の単位でも表記も可能であるが、用いる場合は、書類上の

単位を削除の上、使用する計量単位を表記すること。   

第６欄：本欄は申請時ではなく、関税法第 67 条に規定する輸出の許可を受けた後、実際

に移動を開始した日付を記入する。当然のことであるが、日付は有効期間内でなくては

ならない。関係する別の権限のある当局が異なる有効期間を付与している場合、全ての

権限のある当局の同意において一致する有効な期間内にのみ移動を行うことができる。   

第７欄：こん包の形態は、「移動書類で使用する略語及び分類記号一覧」に記載されている

分類記号を用いて表示すること。特別の取扱いの指示とは、特定有害廃棄物等の発生者

が従業員に対して取扱いの指示をするような健康や安全に関する情報である。そうした

指示のある場合は、「Yes」を選択し、別紙に情報を記載し、添付すること。貨物のこん

包数も記入する。   

第８欄(a)、(b) 及び  (c)：実際の運搬者ごとに、氏名又は名称、住所又は所在地（国名を

含む）、連絡責任者の氏名、電話番号、ファックス番号（国番号を含む）、及び電子メー
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ルアドレスを記入すること。運搬者が３者より多い場合は、所定の一覧様式に記入し、

添付すること。運搬手段及び移動日の記入並びに署名は、申請時ではなく、運搬を開始

した後に実際の運搬人（又は当該運搬人と同一の法人に属する代理の者）が行う。貨物

の連続する輸送それぞれについて、新規の運搬者が同じ要請に従うとともに、書類への

署名も行わなければならない。   

第９欄：発生者に関して、通告書の第９欄に記載された情報を記入すること。   

第 10 欄及び第 11 欄：通告書の第 10 欄及び第 11 欄に記載された情報を記入すること。処

分者が輸入者でもある場合、第 10 欄に「SAME AS BLOCK 4」（第４欄に同じ）と記入

すること。  

第 12 欄、第 13 欄及び第 14 欄：通告書の第 12、13 及び 14 欄に記載された情報を記入す

ること。  

第 15 欄：輸出者は、記載された情報が正確であることを確認する等し、署名及び署名し

た日付を記すこと。   

第 16 欄：越境移動の関係者が追加的な情報が必要とされる特別な場合に用いることがで

きる（例えば、別の輸送機関への積替えを行う港についての情報、コンテナの数や識別

番号、又は権限のある当局が移動を承認したことを示す追加の証拠や押印等）。   

第 17 欄：輸入者が処分者でも回収者でもない場合及び特定有害廃棄物等が輸入国に届け

られた後に輸入者が特定有害廃棄物等の責任者となった場合には、輸入者は、その氏名

又は名称、署名及び署名を行った日付を記入すること。   

第 18 欄：処分施設の権限を有する代表者が特定有害廃棄物等の貨物の受領について記入

し署名を行うための欄である。処分者は、バーゼル条約等の国際的取決めに基づき、当

該署名入りの移動書類の写しを輸出者及び輸出国等の権限のある当局に遅滞なく送付し

なければならない（※）。我が国当局（環境省）に対する連絡は、第 19 欄に記載されて

いる FAX 番号もしくは電子メールアドレス宛てに、署名入りの移動書類の写しを送付す

ることとしている。輸出者は、上記手続きを遵守するように処分者に求めること。なお、

移動書類の原本は処分又は回収施設が保有することになる。   

※ OECD 加盟国向けの輸出の場合は、貨物を受領してから３営業日以内に、輸出国、輸

入国及び通過国の権限ある当局宛に送付しなければならないこととされている。   

第 19 欄：処分者が、特定有害廃棄物等の処分の完了を証明するために記入する欄。OECD

加盟国向けの輸出の場合、処分者は、署名入り移動書類の写しを添付した処分が完了し

た旨を証する書類を、輸出者及び輸出国の権限のある当局（環境省）に送付することと

されている。また、この送付は、処分又は回収完了後速やかに、遅くとも 30 日を超え

ることなく、かつ、特定有害廃棄物等を受領後１暦年以内に行うこととされている。輸

出者は、上記手続きを遵守するように処分者に求めること。   

第 20、21 及び 22 欄：本欄は空欄にしておくこと。
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（別紙 4） 

再輸入等に要する費用に係る見積書 

住所 

会社名 

役職 

氏名          印 

 申請する貨物について、再輸入等を確実に実施するために要する費用は、下

記のとおりです。 

                          

                         記 

資力保証の金額（FG）                    ◎◎◎◎◎◎円・・・① 

運搬単価（Ｃ
Ｔ
） ＜見積書１参照＞             ○○○○○円・・・② 

処分単価（Ｃ
ＲＤ
）＜見積書２参照＞             ●●●●●円・・・③ 

保管単価（Ｃ
Ｓ
） ＜見積書３参照＞             △△△△△円・・・④ 

特定有害廃棄物の量（Q） ※移動予定総数         ▲▲▲▲トン ・・⑤ 

［①］＝（［②］＋［③］＋［④］）× ［⑤］×１．２ 

◎◎◎◎◎◎円＝（○○○○○円＋●●●●●円＋ △△△△△円）  

             ×▲▲▲▲トン×１．２ 

※以下記載不要 

（注）資力保証の総額の計算方法 

FG＝（Ｃ
Ｔ
＋Ｃ

ＲＤ
＋Ｃ

Ｓ
）×Ｑ×Ｆ 

ＦＧ：資力保証の金額 

Ｃ
Ｔ
：運搬単価（輸出先国から我が国への１トン当たりの運搬費用） 

Ｃ
ＲＤ
：処分単価（我が国処分施設での１トン当たりの処分費用） 

Ｃ
Ｓ
：保管単価（輸出先港又は輸出先処分施設での１トン当たりの 90 日分保管費用） 

Ｑ：輸出特定有害廃棄物等の量〔トン〕 

Ｆ：安全係数（1.2） 
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（別紙 5） 

 

 再輸入等に要する費用に係る資力を有することを証する書類 

住所 

会社名 

役職 

氏名          印 

 再輸入等に要する費用については、下記により確実に支払うことを誓約しま

す。 

                         記 

 １．算出した見積額   ◎◎◎◎◎◎円 

 ２．上記費用は、当社の貸借計算書における（○○○○）により拠出 

                          

                      

※以下記載不要 

（注） 

・◎◎◎◎◎◎円には、別途、算出した見積書の金額を記載する。 

・（○○○○）には、以下のような内容を記載することが考えられる。 

【例示】 

①貸借対照表の純資産の項目（例えば利益準備金や任意積立金など当該費用の 

  支払いに充てることができる資産）及び金額を記載する。 

②貸借対照表の資産の項目（例えば流動資産の有価証券及び金額）を記載し、こ 

  れを処分することによって資金調達の上拠出する旨記載する。 

③貸借対照表の資産の項目（例えば固定資産の有形固定資産（土地や建物）及 

  び金額）を記載し、これを担保に借り入れを行うことによって資金調達の上拠出する 

  旨記載する。 


